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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を需要者に小出しするための物品小出し機であって、
　少なくとも１個の窓を有するキャビネット、
　需要者に小出しされる、前記窓を通して前記需要者に視認可能な複数の異なる物品を支
持するための複数の支持体、
　前記複数の物品から所望の物品を選択するように操作可能であって、ユーザーが入力し
たいデータに対応するように体を動かして連続的且つ多元的データを入力するのを可能に
するヒューマン・インターフェース手段であるポインティング手段、
　該ポインティング手段と協働し、かつ何れの物品が前記ポインティング手段によって選
択されたかを、該選択された物品が小出しされる前に前記窓を通じて観察することが可能
な指示を行なうように操作可能な指標、および
　小出し指令に応答して、前記選択された物品を小出しする小出し機構、
を備えてなることを特徴とする物品小出し機。
【請求項２】
　前記ポインティング手段および前記指標に対し操作可能に接続された制御システムをさ
らに備え、該制御システムは、前記ポインティング手段からの信号に応答して前記指標を
制御して、何れの物品が前記ポインティング手段によって選択されたかを前記窓を通じて
観察することが可能な指示を行なわせるものであることを特徴とする、請求項１記載の物
品小出し機。
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【請求項３】
　前記ポインティング手段が、ローラーボール、タッチパッド、接触に感応する透明窓、
ジョイスティックまたはポインティング・スティックからなる群から選ばれたものである
ことを特徴とする、請求項１または２記載の物品小出し機。
【請求項４】
　前記ポインティング手段が、前記物品の選択を制御するローラーボールを含むことを特
徴とする、請求項３記載の物品小出し機。
【請求項５】
　前記ポインティング手段がタッチパッドを含むことを特徴とする、請求項３記載の物品
小出し機。
【請求項６】
　前記需要者が前記選択された物品を直接的表示をし且つ明白に目視するよう前記ポイン
ティング手段によって選択された物品を照明するための照明手段をさらに備えてなること
を特徴とする、請求項１から５の何れか１項記載の物品小出し機。
【請求項７】
　前記照明手段が、前記選択された物品を上方から照明するための下方へ向いた光源を備
えてなることを特徴とする、請求項６記載の物品小出し機。
【請求項８】
　前記照明手段が、前記選択された物品に隣接した前方へ向いた光源を備えてなることを
特徴とする、請求項６または７記載の物品小出し機。
【請求項９】
　前記光源がＬＥＤを含むことを特徴とする、請求項７または８記載の物品小出し機。
【請求項１０】
　前記選択された物品に関する情報または前記物品小出し機を操作するための説明を前記
物品需要者に対して表示するためのディスプレーをさらに備えてなることを特徴とする、
請求項１から９の何れか１項記載の物品小出し機。
【請求項１１】
　前記物品小出し機が物品小出し用の複数の螺旋を備えてなることを特徴とする、請求項
１から１０の何れか１項記載の物品小出し機。
【請求項１２】
　物品の需要者に対して物品を小出しするための、少なくとも１個の窓を有するキャビネ
ットと、前記需要者に小出しされる、前記窓を通して前記需要者に視認可能な複数の異な
る物品を支持するための複数の支持体とを有する物品小出し機の操作方法であって、　　
　所望の物品を選択するためのポインティング手段を用いる工程であって、該ポインティ
ング手段は、ユーザーが入力したいデータに対応するように体を動かして連続的且つ多元
的データを入力するのを可能にするヒューマン・インターフェース手段であり、前記選択
は指標を移動させることを含み、該指標は、何れの物品が前記ポインティング手段によっ
て選択されたかを示すために、該選択された物品が小出しされる前に前記物品小出し機の
少なくとも１個の窓を通じて物品需要者が観察することが可能な指示を行なうように操作
可能である工程、および
　選択された物品を物品小出し指令に応答して小出しさせる工程、
を含むことを特徴とする、物品小出し機の操作方法。
【請求項１３】
　前記ポインティング手段の制御を通じて前記複数の物品を眺める工程をさらに含むこと
を特徴とする、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記指標は、前記選択された物品を局部的に照明することによって、物品需要者が観察
することが可能な指示を行なうことを特徴とする、請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記物品に関する情報または前記物品小出し機を操作するための説明を前記物品需要者
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に対して表示する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項１２から１４の何れか１項
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、需要者に物品を小出しするための物品小出し機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　物品小出し機(自動販売機)は、例えばスナック菓子、飲料、新聞、およびカード等の種
々の物品（商品）を小出しするために広く用いられている。これらは一般に、列車、駅、
およびオフィスビル等の公共的な場所に据え付けられる。
【０００３】
　物品小出し機は一般に、小出しされるべき物品を観察するための１個または複数の窓を
その前面に備えたキャビネットを有する。このキャビネットは、多くの異なる物品を収容
し、かつ各物品は物品小出し機構と連係している。この物品小出し機構は、例えば選択さ
れた物品を小出し領域内に小出しするように作動させることができ、この小出し領域から
需要者が物品を取り出すことができる。
【０００４】
　一般に物品小出し機は、需要者が所望の物品を選択するための選択手段を有する需要者
操作部（customer interface）をさらに備えている。物品を需要者に小出しするための物
品小出し機は、一般に需要者操作部上に、選択された物品に対する支払を需要者が行なう
ためのコイン／カードスロットを有する。一般に、需要者操作部は、所望の物品に関連す
る数またはコードを入力するキーパッドを備えている。
【０００５】
　図１は、小出しされるべき種々の物品（商品）１０を収容する典型的な物品小出し機（
自動販売機）１を示す。これらの物品（商品）は、キャビネットの窓の背後に収納されて
いる。各商品１０は、需要者（商品購入者）がそこから商品を取り出すことができる小出
し領域３０内に商品を小出しするために選択的に操作されることが可能な商品小出し機構
（不図示）によって棚２０上に支持されている。この自動販売機はさらに、上記窓の横に
配置された購入者操作部４０を備えている。この購入者操作部４０は、コイン投入スロッ
ト５０およびコイン戻し穴８０、紙幣挿入スロット６０および販売動作を開始させるカー
ドアクセプタ７０を備えている。上記購入者操作部４０は、商品の価格を表示するディス
プレー９５を備えたキーパッド９０、機械を操作するための注意書き、または購入者に対
するその他の情報をさらに備えている。
【０００６】
　上述の形式の典型的な自動販売機は、特許文献１に開示されているような商品小出し用
螺旋を備えている。この螺旋式自動販売機は、キャビネットの内部に配置されかつ上記窓
に対してほぼ直角に配向された軸線を備えた複数の平行な小出し用螺旋を有する。各螺旋
は、上記棚の後部から上記棚の前縁まで延び、この螺旋を回転させることにより、螺旋内
部の商品が棚の前部に向かって前進し、そこから商品が小出しビンに落下し、この小出し
ビンから購入者が商品を取り出すようになっている。
【０００７】
　特許文献２には、ディスプレーキャビネットと、電気機械的な電話ダイアルと、選択機
構によって選択された商品を指示するための「選択指示手段」とを備えた自動販売機が開
示されている。この選択指示手段は、それぞれがディスプレーキャビネット内の種々の製
品サンプルに光ビームを当てるように配置された多数のランプから構成し得るように提案
されている。この英国特許の選択指示手段は、物品の選択がなされた後にのみ作動される
。
【０００８】
　選択のためにキーパッドまたはダイアルを用いる物品小出し機の欠点は、キャビネット
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内部の物品の近傍に表示されている物品コードを需要者が記憶し、次いでキーパッドを用
いて選択を行なう必要があることである。このキーパッドまたはダイアルホイールは一般
に上記窓の横に配置されているので、需要者が物品を選択するときには物品から目を離さ
なければならない。したがって、間違った物品コードを入力することによって、希望して
いないまたは不運な選択がされ易い。さらに、キーパッドまたは電話のダイアルを用いる
ことは、選択が多少とも遅くなる欠点もある。
【０００９】
　選択方法の改善のために、別の選択手段が計画されてきた。選択速度の改善のために、
例えばタッチスクリーン等の電子的選択手段が用いられてきた。このような電子的選択手
段は一般的に、需要者によって発せられるタッチスクリーンからの指令信号を検出してこ
れをコンピュータに送る検出回路を必要とし、次にコンピュータが上記指令信号を処理し
て小出し機構を制御して、対応する物品を小出しすることになる。
【００１０】
　上記タッチスクリーンは上記窓の横に配置され、図１のキーパッド９０と同様の態様で
用いられる。このタッチスクリーンは、より直接的な態様で選択を行なうために、他の領
域に配置することも可能である。特に特許文献３には、製品観察窓の外表面に取り付けら
れた透明なタッチスクリーンによって形成された選択手段を有する自動販売機が開示され
ている。商品購入者は、所望の商品の位置において手をタッチスクリーンに近付けるよう
に動かし、および／または接触させることによって、物品選択を行なうことができる。そ
の結果、商品購入者は購入を意図した商品から目を離す必要がない。しかしながら、大面
積の透明なタッチパネルは高価であり、かつ窓の誤った部分をうっかり触れることによっ
て誤った選択をすることが比較的生じ易い。
【００１１】
　したがって、より迅速でかつより良い制御された選択を行なう必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】英国特許出願公開第２４３２５８０号明細書
【特許文献２】英国特許出願公開第３５３８９０号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第１７８７３０５号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上述の問題点を克服するためになされたものであって、迅速かつより良く制
御された選択性能を備えた物品小出し機を提供するものである。
【００１４】
　本発明の一つの態様において、物品需要者に対して物品を自動販売するための物品小出
し機が提供され、この物品小出し機は、物品需要者に小出しされる複数の異なる物品を観
察するための少なくとも１個の窓を有するキャビネット、物品需要者に小出しされる上記
複数の異なる物品を支持するための複数の支持体、上記複数の物品から所望の物品を選択
するためのポインティング手段、このポインティング手段と協働し、かつ何れの物品が前
記ポインティング手段によって選択されたかを、該選択された物品が小出しされることな
しに上記窓を通じて観察することが可能な表示を行なうように操作可能な指標、および小
出し指令に応答して、上記選択された物品を小出しする小出し機構を備える。
【００１５】
　一つの実施の形態において、この物品小出し機は、上記ポインティング手段および上記
指標に対し操作可能に接続された制御システムをさらに備え、この制御システムは、上記
ポインティング手段からの信号に応答して上記指標を制御して、何れの物品が上記ポイン
ティング手段によって選択されたかを上記窓を通じて観察することが可能な指示を行なわ
せるものである。
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【００１６】
　上記の「ポインティング手段」という用語は、エレクトロニクスのハードウェア分野に
おいて通常の意味で用いられている。つまり、コンピュータ等の機械に対してユーザーが
空間的（すなわち、連続的および多元的）データをそのデータの空間的位置に対応するよ
うに体を動かして入力するのを可能にするヒューマン・インターフェースを意味する。こ
のポインティング手段は、物品の選択を制御するためのローラーボール、タッチパッド、
接触に感応する透明窓、ジョイスティックまたはポインティング・スティックを含む。
【００１７】
　一つの実施の形態において、上記指標は、上記ポインティング手段によって選択された
物品を選択的に照明するための照明手段を適切に含む。この照明手段は、上記選択された
物品を上方から照明するための下方へ向いた光源を備えている。これの代わりに、あるい
はこれに加えて、上記照明手段は、上記選択された物品に隣接した前方へ向いた光源を適
切に備えていてもよい。照明のための上記光源はＬＥＤを含んでいてもよい。
【００１８】
　一つの実施の形態において、この物品小出し機は、上記選択された物品に関する情報ま
たは上記物品小出し機を操作するための説明を表示するためのディスプレーをさらに備え
ている。例えばこのディスプレーは、上記窓の横に位置決めされた液晶ディスプレー・ス
クリーン等のスクリーンを備えていてもよい。
【００１９】
　一つの実施の形態において、この物品小出し機は、その物品小出し機構が物品小出し用
の複数の螺旋を備えた螺旋式物品小出し機である。
【００２０】
　本発明の別の態様において、物品需要者に対して物品を小出しするための物品小出し機
の操作方法が提供され、この方法は、所望の物品を選択するためのポインティング手段を
用い、この場合、上記選択が指標を移動させることを含み、この指標は、何れの物品が上
記ポインティング手段によって選択されたかを示すために、この選択された物品が小出し
されることなしに上記物品小出し機の少なくとも１個の窓を通じて物品需要者が観察する
ことが可能な指示を行なうように操作可能であり、かつ選択された物品を物品小出し指令
に応答して小出しさせることを含む。
【００２１】
　一つの実施の形態において、この方法は、上記ポインティング手段の制御を通じて上記
複数の物品を眺めることをさらに含む。
【００２２】
　一つの実施の形態において、上指標は、上記選択された物品を局部的に照明することに
よって指示を行なってもよい。
【００２３】
　一つの実施の形態において、この方法は、上記物品に関する情報または上記物品小出し
機を操作するための説明を物品需要者に表示することをさらに含む。
【発明の効果】
【００２４】
　したがって本発明は、従来の物品小出し機を上回る種々の効果を提供する。例えば、キ
ーパッドの代わりにポインティング手段を用いることは、より迅速な選択を可能にし、か
つ制御がより「楽しく」なる。ユーザーは、選択を行なうのに先立ってポインティング手
段を用いて購入可能な物品をゆっくりと眺めることができる。局部的な照明は、選択の正
確性を高める助けとなる。局部的な照明は、より明確な物品の光景を物品需要者に提供し
、したがって物品需要者は選択時に物品をより身近に感じることができる。上記局部的な
照明も視覚的魅力を提供する。いくつかの実施の形態においては、物品小出し機の視覚的
魅力および訴求力を高め、これによって物品需要者を魅了するために、物品小出し機が使
用されていない場合においても、照明が物品小出し機内の種々の物品を静的または動的に
照明する。
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【００２５】
　以下、本発明の種々の実施の形態について、添付図面を参照して一例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】キーパッドを用いた従来の自動販売機の斜視図である。
【図２】本発明による物品小出し機の斜視図である。
【図３】本発明による物品小出し機を操作する方法のフローチャートである。
【図４】本発明による物品小出し機を操作する詳細な方法のフローチャートである。
【図５】本発明による物品小出し機を操作する別の詳細な方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図２は、本発明による螺旋式物品小出し機２００の一実施の形態を示す。この物品小出
し機２００は、複数の異なる物品を収容するキャビネットを備えている。このキャビネッ
トは、一つの窓を備え、この窓は、それを通して物品が需要者に見えるように概して透明
である。上記キャビネットの内部には、物品および複数の小出し用螺旋２１０を支持する
ための複数の支持棚２２０がある。図２に示された物品小出し機は、６×８個の異なる物
品区画を備えている。各物品区画の下方には値札２２５も取り付けられている。
【００２８】
　一つの実施の形態において、物品小出し機２００は、需要者が物品小出し機２００とや
りとりする種々の手段を備えた需要者操作部を有する。図２は、商品を購入するための物
品小出し機における典型的な需要者操作部２４０を示す。この需要者操作部２４０は、コ
イン投入スロット２５０、紙幣スロット２６０、カードアクセプタ２７０、およびコイン
コイン戻し穴２８０を備えている。この需要者操作部２４０はさらに、ポインティング手
段２９０、物品のおよびこの機械を操作するための説明に関する表示のためのディスプレ
ー２９５、および小出しボタン２３０を備えている。
【００２９】
　上記ポインティング手段２９０は、次いでコンピュータによって認識されかつ処理され
る空間データをユーザーが入力するのを可能にする。一般的なポインティング手段は、コ
ンピュータマウス、ローラーボール、タッチパッド、タッチスクリーン、グラフィックス
テーブル、ジョイスティック、ライトペン等を含む。本発明の典型的な実施の形態におい
ては、ポインティング手段がローラーボールである。ローラーボールは一般に、一部分が
ハウジング内に収容されている回転可能なボールである。上記ハウジングは一般に、上記
ボールの回転および位置を検出するためのセンサと、入力信号を制御システムに通信する
ための補助回路とを備えている。ユーザーは、親指その他の指、または手のひらを用いて
上記ボールを回転させることができる。
【００３０】
　物品選択のためにポインティング手段を用いると、特に従来のキーパッドに比較して選
択の速度を高めることができる。また、選択時における需要者の操作の楽しさを増すこと
もできる。ポインティング手段を用いることのその他の利点は、コンソール中に容易に組
み込むことができ、かつ容易には破壊されないことである。さらに、ローラーボール等の
ポインティング手段は、需要者操作部上の小さい面積のみしか占有しないように構成する
ことができ、したがって、需要者操作部の大きさを有利に縮小することができる。製造コ
ストも低減することができる。
【００３１】
　本発明の物品小出し機には他のポインティング手段を用いることもできることに注目す
べきである。他の適当なポインティング手段は、タッチパッド、タッチ感知ガラススクリ
ーン、ジョイスティックおよびポインティングティックを含むがこれらに限定されない。
【００３２】
　本発明の他の目的は、従来品には欠けていた、選択された物品の集中的な表示である。
これは、選択された物品を集中的に明るく照らす指標を機械に設けることによって達成さ
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れる。これに適した指標は、選択されて物品または該当する区画を照明する照明手段を含
む。特に指標は、上述のローラーボール等のポインティング手段と協働される。指標およ
びポインティング手段の双方は制御システムに接続される。ローラーボールに取り付けら
れたセンサがボールの回転および位置を検出すると、この情報を制御システムに通信し、
制御システムは照明回路を制御して、選択された物品または該当する区画を照明する。
【００３３】
　図２を参照すると、図は典型的な指標が複数の区画のそれぞれに用いられていることを
示している。選択された物品は、ポインティング手段の制御に応じて照明され、選択され
た物品の直接的表示および明白な光景を需要者に提供する。これは需要者が所望の物品を
選択しかつ選択の正確性を増大させる助けとなる。
【００３４】
　上記指標は照明手段を備えているものが適している。本発明による典型的な実施の形態
において、各物品区画には、物品を上方から照明するために下方へ向いた光源２０５、例
えばＬＥＤが設けられている。さらに各物品区画には、物品を強調するための正面へ向い
た光源２１５、例えばＬＥＤが設けられている。図２は、合焦された光を放つ１個のＬＥ
Ｄ２０５が物品を上方から照明するのに用いられ、かつ拡散された光を放つ４個のＬＥＤ
２１５が物品を強調するのに用いられている詳細な典型的な実施例を示す。
【００３５】
　この物品小出し機の非使用状態においては、物品需要者を魅了するために種々の静的ま
たは動的照明パターンを生じさせるのに照明手段が用いられている。
【００３６】
　本発明の別の態様においては、物品小出し機の作動方法が提供される。図３は、本発明
による、物品小出し機の典型的な操作方法を示す。この方法は、物品需要者がポインティ
ング手段、例えばローラーボールを用いて照明を移動させて、選択された物品を明るく照
らし（ステップ３１０）、所望の物品に対する小出し指令を出し（ステップ３２０）、か
つ小出しされた物品を回収する（ステップ３３０）ことを含む。
【００３７】
　図４は、より詳細な典型的な操作方法を示す。対応する物品価格が物品の下に表示され
ている物品小出し機に物品需要者がアプローチする（ステップ４１０）。もしその機械が
自動販売機であれば、次に商品購入者は、コイン、紙幣または銀行カードを該当するスロ
ットに入れる（ステップ４２０）。商品購入者はポインティング手段、例えばローラーボ
ールを用いて照明を移動させて、選択された物品を明るく照らす（ステップ４３０）。次
に商品が、そこから商品が商品購入者によって取り出される小出し領域へ小出しされる（
ステップ４５０）。
【００３８】
　図４はまた、物品需要者が物品小出しを開始させるために、例えば小出しボタンを押す
ことによって物品小出し指令を出すステップ（４４０）を含む別の実施の形態を示す。図
４は、この物品小出し機が無料販売モードで動作しているときには、物品需要者が所望の
物品に対して支払う必要のないさらに別の実施の形態をも示す。
【００３９】
　図５は、さらに別の、より詳細な典型的な操作方法を示す。物品需要者が物品小出し機
にアプローチし、ポインティング手段、例えばローラーボールを用いて物品を眺め（ステ
ップ５１０）、ローラーボールの位置および／または回転が同時に対応する物品に対する
照明によって示される（ステップ５２０）。物品が照明されているときに、価格その他の
物品情報がディスプレーに表示される（ステップ５４０）。もし彼／彼女が他の物品を探
す場合にはステップ５１０に戻って、再び物品を眺めることも可能である。次に物品需要
者は、もし物品が販売のためのものであれば、コイン、紙幣または銀行カードを該当する
スロットに入れる（ステップ５５０）。次に物品が小出し領域へ小出しされる（ステップ
５７０）。別の実施の形態においては、物品需要者が例えば小出しボタンを押すことによ
って、物品の小出しを開始させる小出し指令を出す（ステップ５６０）必要がある。
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【００４０】
　上記ローラーボールおよびＬＥＤ照明手段は前述されており、適当な実施の形態として
のみ図に示されていることに注目すべきである。別の形式のポインティング手段、および
／または上記窓を通じて物品需要者が観察することができる選択的に局部化された指示を
行なって上記ポインティング手段からの入力に対応する物品を示すように操作可能な別の
形式の指標を用いることも可能である。さらに、自動販売機は典型的な応用分野に過ぎな
い。本発明は、他の目的のための他の形式の物品小出し機にも適用可能であることを理解
すべきである。
【符号の説明】
【００４１】
　　１，２００　物品小出し機（自動販売機）
　　１０　物品（商品）
　　３０　小出し領域
　　４０，２４０　需要者（商品購入者）操作部
　　５０，２５０　コイン投入スロット
　　６０，２６０　紙幣挿入スロット
　　７０，２７０　カードアクセプタ
　　８０，２８０　コイン戻し穴
　　９０　キーパッド
　　９５，２９５　ディスプレー
　　２９０　ポインティング手段

【図１】 【図２】
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【図５】
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